
長野県警察の公印に関する訓令（令和４年３月28日県警察本部訓令第９号）

最終改正：令和８年３月31日

○長野県警察の公印に関する訓令

令和４年３月28日

県警察本部訓令第９号

長野県警察の公印に関する訓令を次のように定める。

長野県警察の公印に関する訓令

（趣旨）

第１条 長野県警察における公印の種類、保管、使用等については、別に定めるもののほか、この訓令の

定めるところによる。

（公印の種類等）

第２条 公印は、一般公印と専用公印に区分する。

２ 公印の種類、管理責任者、保管責任者、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

３ 管理責任者は、公印の管理の責めに任ずるものとし、保管責任者は、管理責任者の命を受け、公印の

保管、使用その他の公印に関する事務を処理するものとする。

（公印の保管）

第３条 公印は、所定の印箱に収納するとともに、使用しないときは、施錠設備のある場所に保管し、施

錠しておかなければならない。

（公印の新調等）

第４条 公印は、全て警察本部において調製する。

２ 所属長（改刻する場合にあっては管理責任者）は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、理

由を付して警務部長に申請し、承認を受けなければならない。

３ 管理責任者は、公印を廃止するときは、その旨を警務部長に届け出なければならない。

（公印の登録）

第５条 広報県民課長は、公印台帳を備え、公印の印影を登録しておかなければならない。

２ 公印は、前項の登録をした後でなければ使用してはならない。

（公印の使用）

第６条 公印の使用は、押印による。

２ 公印を使用するときは、保管責任者に、原議（所要の決裁（他官庁に協議を要するものについては、

その協議を含む。）を済ませた起案文書をいい、写しを含む。）及び施行する公文書を示し、承認を受け

た上で押印しなければならない。ただし、あらかじめ保管責任者の許可を受けて使用する公印について

は、この限りでない。

（公印使用の特例）

第７条 前条第１項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、印影を印刷することによ

り押印に代えることができる。

２ 前条第１項の規定にかかわらず、業務システム（電子計算機を使用して特定の事務の処理を行うため

の情報システムをいう。以下この項において同じ。）を利用して公文書を作成する場合において、特に必

要があると認められるときは、当該公文書に業務システムに記録した公印の印影を出力することにより

公印の押印に代えることができる。

３ 前２項の規定により公印の押印に代える場合は、あらかじめ理由を付して警務部長に申請し、承認を

受けなければならない。

４ 広報県民課長は、前項の規定による承認を受けた公印について、その旨を公印台帳に記録しておくも

のとする。

（保管責任者不在時の取扱い）

第８条 保管責任者が不在のときは、管理責任者があらかじめ指名した警察職員（以下「保管代理者」と



いう。）又は当直責任者（警察署当番にあっては、当番責任者）がその事務を行う。

２ 保管責任者が不在の場合における公印の使用は、第６条第１項及び第２項の規定を準用する。この場

合において、第６条第２項中「保管責任者」とあるのは「保管代理者又は当直責任者（警察署当番にあ

っては、当番責任者」と読み替えるものとする。

３ 保管責任者が不在の際に公印を使用した警察職員（会計年度任用職員を含む。）は、前項において準用

する第６条第２項ただし書の規定による許可を受けて使用する場合を除き、その使用状況を記録してお

かなければならない。

（事故報告）

第９条 管理責任者は、公印の紛失、盗難、不正使用等の事故が発生したときは、速やかに警務部長に報

告しなければならない。

（保存）

第10条 管理責任者は、改刻等により使用しなくなった公印は、速やかに広報県民課長に送付しなければ

ならない。

２ 広報県民課長は、前項の規定により送付された公印を、次の各号に掲げる種類に応じてそれぞれ当該

各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 警察本部長印、隊長印（管理責任者が高速道路交通警察隊長であるものに限る。）及び警察署長印

30年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 10年

（補則）

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際、この訓令による改正前の長野県警察の文書取扱いに関する訓令（平成13年長野

県警察本部訓令第１号）第31条の規定により登録された公印は、第５条第１項の規定により登録された

ものとみなす。

３ この訓令の施行の際、この訓令による改正前の長野県警察の文書取扱いに関する訓令第32条第２項の

規定により、公印の印影の印刷に係る承認を受けたものは、第７条第１項又は第２項の規定による承認

を受けたものとみなす。

４ この訓令による改正前の長野県警察の文書取扱いに関する訓令第33条第２項の規定により作成する公

印使用簿は、当分の間、第８条第３項の規定による記録に用いることができる。

（長野県警察の文書取扱いに関する訓令の一部改正）

５ 長野県警察の文書取扱いに関する訓令の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

（長野県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令の一部改正）

６ 長野県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令（平成19年長野県警察本部訓令第15号）の一部を

次のように改正する。

〔次のよう略〕

（集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の運用についての一部改正）

７ 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の運用について（昭和43年11月19日例規第30号）の一

部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

（自動車保管場所証明事務等取扱要綱の制定についての一部改正）

８ 自動車保管場所証明事務等取扱要綱の制定について（昭和48年９月13日例規第23号）の一部を次のよ

うに改正する。

〔次のよう略〕



附 則 （令和７年３月25日県警察本部訓令第８号抄）

（施行期日）

１ この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

附 則 （令和８年３月９日県警察本部訓令第５号抄）

（施行期日）

１ この訓令は、令和８年３月25日から施行する。

附 則 （令和８年３月31日県警察本部訓令第８号抄）

（施行期日）

１ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

別表 （略）


